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  令和７年８月25日に非居住者へ対象資産の贈与をした方が、確定申告期限までに納税猶予の特例を

適用して確定申告をする場合（贈与の時までに対象資産の譲渡等がない場合） 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 贈与者が贈与の時（令和７年８月25日）に有している対象資産（非居住者へ贈与した対象資産） 

(1) 上場株式（銘柄等：Ａ不動産）【上場株式等に該当】 

・「贈与の時の価額」        35,000,000円  

・「取得費」           15,000,000円 

 (2) 未公開株式（銘柄等：Ｂ興産）【一般株式等に該当】 

・「贈与の時の価額」        20,000,000円  

・「取得費」         10,000,000円 

２ 贈与者が贈与の時に有している対象資産（上記１以外の対象資産）  

上場株式（銘柄等：Ｃ電気）【上場株式等に該当】 

・「贈与の時の価額」          80,000,000円  

３ 給与収入 

   ・「収入金額」      16,950,000円          ・「所得金額」    15,000,000円 

 

【記載例５】（贈与） 

「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書（兼納

税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書）《確定申告書付表》」を作成しま

す。（２～３ページ参照） 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。（４ページ参照） 

「申告書第一表」、「申告書第二表」、「申告書第三表」を作成します。（５ページ参照） 

※ 申告書第一表及び第二表の記載方法は、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引

き」を参考にしてください。 

≪記載手順≫ 

「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別

所得税の額の計算書」を作成します。（６ページ参照） 
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※ この記載例は、実例に基づかない任意の金額又は簡単な設例に基づいて作成しています。 
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○市××町△△１－２－３ 国税 一郎 

R７     8   25 

 

20,000,000 

コクゼイ  イチロウ 

７ 

✓ 
 

✓ 
 

H27   8    25 

 R７    8    24 

 

10,000,000 10,000,000 

会社員 

✓ 
 

９９９，□□□□，△△，○○○ 国税 花子 

○○○－△△△－×××× 

✓ 
 

35,000,000 15,000,000 20,000,000 

R7.11 
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135,000,000 

55,000,000 

35,000,000 
株式 Ａ不動産 

Ｂ興産 

甲証券 

本店 

乙証券 

○○支店 

2,000 株 15,000,000 H31 1 11 

株式 1,000 株 20,000,000 H22 7  9 10,000,000 

国税 花子 

国税 一郎 

株式 Ｃ電気 4,000 株 80,000,000 
丙証券 

○○支店 

80,000,000 

国税 一郎 

（上場株式等） 

（一般株式等） 

（上場株式等） 
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○市××町△△１－２－３ 

○○○－△△△－×××× 会社員 

７ 

20,000,000 

20,000,000 

35,000,000 

35,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

20,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

この【記載例５】では、贈与の時までに株式等の譲渡がありません（また、２ページの「国外転出等の時に

譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「４ 確定申告期限までに移転等した対象資産

の収入金額等」に記載がありません）ので、２ページの「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみな

される対象資産の明細書」の「３ 譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の収入金額等」の「分離

課税・一般株式等の譲渡」の収入金額等を「一般株式等」欄に記載し、「分離課税・上場株式等の譲渡」の収入

金額等を「上場株式等」欄に記載してください。  

(注) 贈与の時までに株式等の譲渡がある場合（納税猶予の特例の対象とならない金額がある場合）は、【記載例４】を参考

に、その納税猶予の特例の対象とならない金額を上段にかっこ書で記載してください。 
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《第三表》 

確定 

○市××町△△１－２－３ 

２０００００００ 

コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

１０００００００ 

１５００００００ 
２００００００ 

１３０００ 

３００００ 

４５０００００ 

２７５４０００ 

７２５４０００ 

申告書第一表及び第二表の記載方法は、「令和７年

分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」

を参考にしてください。 

 

(注) 国外転出時課税制度の適用を受けて申告する 

方は、申告書第一表の種類欄の「分離」及び「国

出」を「○」で囲ってください。 

 
 

 
    

 

 

○  １３７                                                            ３  １  

国外転出（贈与）時課税における納税猶予の特例の適用を受ける場合

は、特例適用条文（所法第137条の３第１項）を記載してください。 

《第一表》 

 

３５００００００ 

２０００００００ 
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○市××町△△１－２－３ 
国税 一郎 
コクゼイ  イチロウ 

会社員 

15,000,000 

15,000,000 

2,580,000 

12,420 

2,562,600 

 

2,562,600 

2,562,600 

53,814 

2,616,414 

7,406,334 

2,616,414 

4,789,9 

4,594,5 

4,594,5 

７ 

《第一表(右中部)》 

 

 

 

 

 

○○○－△△△－×××× 

７２５４０００ 

７２５４０００ 

７４０６３３４ 

２８１１８００ 

１５２３３４ 

４５９４５００ 

2,562,600 

４５９４５  


